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改正育児介護休業法の施行に向けて、準

備を始めましょう 

 

◆大きく変わる育児休業制度 

来年４月１日から改正育児介護休業法が施

行され、「パパ育休」が新設されるほか、労働者

に対する会社の育児休業制度に関する情報提

供、育児休業を取得するか否かの意向確認が

必要になったり、育児休業の分割取得ができる

ようになったりします。 

当然、育児介護休業規程の見直しや制度利

用に関する社内書式の整備が必要となります

が、それだけではありません。 

 

◆労使協定の締結も必要 

現在は雇用期間によっては育児休業が取得

対象外となっているパートタイマー等について、

改正により取得要件が緩和されます。そのた

め、引き続き雇用された期間が１年未満の人を

取得対象とするか否か、労使協定を締結して決

定する必要があります。 

 

◆会社の制度を周知する資料の作成等も必要 

 上記のとおり、改正法施行後は、労働者本人

またはその配偶者から妊娠・出産等の申出が

あった場合、制度に関する情報提供や育児休業

取得に関する意向確認が事業主の義務とされ

ます。情報提供は、規程を渡すだけでは不十分

で、育児休業の申出先や育児休業給付、休業

期間中の社会保険料の取扱いに関する情報の

提供も必要です。 

 資料が既に用意されている場合は、所定の要

件を満たしているかをチェックすれば済みます

が、新たに作成する場合は、会社がどのような

制度を設けているのか、明文化されていないも

のの見落としはないかなど、確認して作成する

必要もあります。 

◆厚生労働省が規定例等を公開 

 11 月５日、厚生労働省より今回の改正に対応

した規定例や書式例が示されました。これらを参

考に、自社に合った内容にカスタマイズしながら

余裕を持って準備を進めましょう。 

 

【厚生労働省「育児・介護休業法について」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/b

unya/0000130583.html 

 

新入社員の離職率と 

コロナ後の人材確保 

 

◆就職後３年以内の離職率は新規高卒者で約

４割、新規大卒者で約３割 

昨年初めからのコロナ禍により、採用活動に

ついても例年と異なる方針をとってきた企業も多

いところですが、長期的には人手不足が叫ばれ

るなか、新入社員の離職率については現在どの

ような状況なのでしょうか。 

厚生労働省が公表した「新規学卒就職者の

離職状況」によれば、令和２年度における新規

学卒就職者の離職率は、学歴別、卒業年別とも、

例年に比べて低下し、新規学卒就職者（平成 30

年３月卒業者）の就職後３年以内の離職率は新

規高卒就職者で約４割（36.9％）、新規大卒就

職者で約３割（31.2％）となっているそうです。 
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 離職率の高い業界としては、宿泊業・飲食

サービス業（高卒 61.1％、大卒 51.5％）、生活

関連サービス業・娯楽業 （高卒 56.9％、大卒

46.5％）、教育・学習支援業（高卒 50.1％、大

卒 45.6％ ） 、小売業 （高卒 47.8％、大卒

37.4％）、医療、福祉（高卒 46.2％、大卒

38.6％）が挙げられています。 

 

◆特に中小企業では離職率の低下に配慮が必

要 

同調査では、事業所規模が小さくなるほど離

職率が高くなることも示されており、30 人未満規

模の事業所の離職率は、1,000 人以上規模の

事業所の離職率と比べて２倍ものひらきがあり

ます。特に多くの中小企業においては、採用活

動における人手確保の困難さを踏まえると、離

職率の低下は重要なテーマといえます。 

 

◆オンライン化の進行と採用活動の見直し 

コロナ禍ではオンライン面接、ＷＥＢセミナー

など、採用活動のオンライン化も急速に進みまし

た。これからは、今の時代に対応した採用活動

の見直しも含めて、人材確保への長期的な視点

での対策が必要になっていくでしょう。 

 

【厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況を公表

します」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177

553_00004.html 

 

12月の税務と労務の手続期限 

［提出先・納付先］ 

 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納

付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額の納付［郵

便局または銀行］ 

 

31 日 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀

行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金

事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用

状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保

険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末

日＞［公共職業安定所］ 

○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第 3期＞

［郵便局または銀行］ 

※都・市町村によっては異なる月の場合が

ある。 

 

本年最後の給料の支払を受ける日の前日まで 

○ 年末調整による源泉徴収所得税の不足額

徴収繰延承認申請書の提出 

［給与の支払者（所轄税務署）］ 

○ 給与所得者の保険料控除申告書、給与所

得者の配偶者控除等申告書、 

住宅借入金等特別控除申告書、給与所得

者の基礎控除申告書、 

所得金額調整控除に係る申告書の提出［給

与の支払者（所轄税務署）］ 

 

 

事務所より 

いよいよ２０２１年も残すところ１ヶ月を切って

しまいました。昨年に引き続きコロナに翻弄され

た１年でしたが、ここにきて新規感染者数は思っ

たほど増えておらず街中には活気が戻ってきた

ように感じます。 

前回ご連絡したとおり、１月２６日（水）14:00

～ＡＩＭビル６Ｆで「継続可能な評価制度セミ

ナー」（無料）を行います。 

これは上場企業と中小企業での評価・人事考

課の経験を通して、継続して使える評価制度に

ついてお話させていただきます。 

評価制度は社員が少なくても効果はありま

す。アフターコロナの採用や社員定着への取り

組みとして評価制度の導入又は見直しを検討し

てみられませんか？詳しくは添付のチラシ又は

12月の商工会議所会報をご覧ください。  

  （武瀬）  


